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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和1年5月16日(2019.5.16)

【公開番号】特開2018-102044(P2018-102044A)
【公開日】平成30年6月28日(2018.6.28)
【年通号数】公開・登録公報2018-024
【出願番号】特願2016-246209(P2016-246209)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｋ  21/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｋ   21/22     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月8日(2019.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　好ましくは、支持部材は、第１支持部材及び第２支持部材を有する。第１及び第２支持
部材は、軸方向に間隔をおいて配置され、各磁性体片の両端部を支持する。この構成によ
れば、第１及び第２支持部材によって第３部材の両端部を支持するため、第３部材の径方
向の変形に対する強度を向上させることができる。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図２は自転車用発電機１０の正面図である。図２に示すように、自転車用発電機１０は
、自転車１０１の一対のフロントフォーク１０８に装着され、自転車１０１の車輪として
の前輪１０３（回転部の一例）による回転に基づき発電する発電機である。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　各磁石２３は、各爪部２２１の間に配置される。各磁石２３は、中心軸線５１に沿った
方向に延びている。各磁石２３は、一方の磁極が径方向外側に配置され、他方の磁極が径
方向内側に配置される。なお、各磁石２３において、磁極の向きは同じとなっている。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００５１】
　図７に示すように、支持部材６は、各磁性体３１を支持する部材である。詳細には、複
数の各磁性体片３１１を支持している。支持部材６は、自転車１０１の前輪１０３の回転
によって中心軸線５１周りに回転可能である。支持部材６は、非磁性材料製又は非導電性
材料製である。例えば、支持部材６は、ステンレスなどによって形成することができるが
、自転車１０１の前輪１０３に支持させた状態で十分な強度を有するものであれば樹脂製
やセラミックス製であってもよい。支持部材６は、第１支持部材６ａと第２支持部材６ｂ
とから構成されている。第１支持部材６ａと第２支持部材６ｂとは、軸方向において互い
に間隔をおいて配置されている。各磁性体３１の両端部は、第１支持部材６ａと第２支持
部材６ｂとによって支持されている。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　図３に示すように、支持部材６は、一対の第２軸受部材７ｂを介してハブ軸５に取り付
けられている。詳細には、第１支持部材６ａは、一方の第２軸受部材７ｂを介してハブ軸
５に取り付けられている。第１支持部材６ａと第２軸受部材７ｂとの間には、蓋部材８が
配置されている。また、ハブ軸５と第２軸受部材７ｂとの間には、位置決め部材９が配置
されている。第２支持部材６ｂは、他方の第２軸受部材７ｂを介してハブ軸５に取り付け
られている。第２軸受部材７ｂによって、支持部材６に嵌合された第３部材３は、ハブ軸
５および第２部材２に対して相対回転が可能となる。
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